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町田市立国際版画美術館の建物・庭園の著作物性と、その改変行為につき著作権法
20条２項２号該当性が判断された事例

―国際版画美術館事件即時抗告審―
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「町田市立国際版画美術館」（以下、版画美術館）を所有 
する地方公共団体Ｙ（相手方・原審債務者）は、平成24年
３月以降、「（仮称）町田市立国際工芸美術館」（以下、工芸
美術館）の新築を計画し、そのために「（仮称）国際工芸美
術館新築工事」「（仮称）国際工芸美術館・国際版画美術館 
一体化工事」および「芹ヶ谷公園第二期整備工事」と称する
各工事の実施を計画するなどしている。

版画美術館の建築にあたり設計業務委託契約等を締結し
た建築設計事務所の代表取締役であったＸ（抗告人・原審債
権者）は、Ｙに対し、工芸美術館新築工事等の一部である本
件各工事の実施により、版画美術館およびその敷地であり
芹ヶ谷公園の一部を構成する庭園（本件庭園）に係るＸの著
作者人格権（同一性保持権）が侵害されるおそれがあると主
張して、本件各工事の差止めを求めた。

原審（東京地決令４･11･25）は、版画美術館はＸがその
著作者である「建築の著作物」（著作権法10条１項５号）に
該当し、本件各工事によって版画美術館に加えられる変更は
Ｘの意に反する改変に当たる（同法20条１項）が、「建築物
の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変」（同法20条２
項２号）に該当すると判断し、他方、本件庭園は「建築の著
作物」に該当するとは認められないとして、申立てをいずれ
も却下した。これに対し、Ｘが、（１）建築の著作物性の判断
の誤り等、（２）著作権法20条２項２号の「改変」に係る判
断の誤り、（３）本件庭園の著作物性の判断の誤りを理由とし
て即時抗告をしたのが本件である。

１．原決定の訂正
（１）本件庭園の著作物性について

庭園は「著作権法上の『建築の著作物』に準じて、その著
作物性が認められ得る」と改めたうえで、個々の構成に係る
原決定の判断を採用し、加えて、「個々の構成を、ひとまと
まりに検討しても、本件庭園について、実用目的を達成する
ために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象と
なり得る美的特性を備えた部分を把握することはできない」
として、本件庭園の著作物性を否定した。

（２）著作権法20条２項２号の解釈について
「著作権法20条１項は、著作権者に対し、その著作物につ

いて同一性を保持する権利を保障し、その意に反して変更、
切除その他の改変を受けないことを定めるが、同条２項２号
において、建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改
変については、同項１号、３号及び４号と異なり、特段の条
件を付すことなく、同条１項の規定を適用しない旨を定めて
いる。これは、建築物については、元来、人間が住み、使うな
どという実用的な見地から造られるものであって、経済的・
実用的な見地から効用の増大を図ることを許す必要性が高い
ことから、建築物については、同一性保持権が認められる場
合であっても、当該著作者の許容なく、その増築、改築、修
繕又は模様替えによる改変が許されるとされたものである。

したがって、建築物の所有者が、効用の増大を図るため、
建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変を行うこ

◆事案の概要 ◆決定要旨－抗告棄却－
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とは、著作者の同一性保持権を侵害するものではないといわ
ざるを得ない。

もっとも、このような同一性保持権に対する制限は、上記
のとおり、建築物について経済的・実用的な見地からその効
用の増大を図ることを許す必要性が高いとの趣旨によるもの
であることに照らすと、改変が、経済的・実用的な見地から
全く必要性のないものであったり、著作者に対する害意に基
づくものであると認められるなどの特段の事情がある場合に
は、当該改変は許されないものと解するのが相当である」
「本件各工事に係る……経緯に照らすと、町田市における

博物館等の新たな在り方として『美術ゾーン』を形成するな
どという方針については、版画美術館にとっても有益なもの
とみるべき合理的な理由があり、その方針の下で計画される
に至った工芸美術館新築工事等も、版画美術館の機能を高め
る側面を有するものといえる。また、公共用地に建築された
版画美術館が、その敷地又はこれに隣接する公共用地の利用
のために一定の制約を受け得ることも当然であり、公共用地
の新たな利用目的と整合するよう対応していくことの必要性
は、版画美術館自体の必要性にほかならない。したがって、
本件各工事による『増築』や『模様替え』の必要性は、版画
美術館自体の『増築』や『模様替え』の必要性というべきで
ある。

以上によると、版画美術館自体に『増築』や『模様替え』
の必要があることや、版画美術館の価値を更に高める改変で
なければならないことをもって、本件各工事が許されないと
する抗告人の主張は、いずれもその前提を誤るものであって、
採用することができない」

２．本件抗告理由に対する判断
「本件各工事の実施が決定されるに至った経緯等に照らす

と、本件各工事は、版画美術館自体にとって、経済的・実用
的観点から必要な範囲の『増築』又は『模様替え』に当たる
と認められる（なお、著作権法20条２項２号の『改変』に
ついて、それが『必要不可欠』なものであることや『必要最
小限』なものであることが要求されるものとは解されない。）。
工芸美術館新築工事等について他に回避策があることや、予
算削減が可能であること、あるいは『東京都遺跡』と指定さ
れる場所を含むことなどは、抗告人の版画美術館に係る著作
者人格権との関係では、本件各工事が経済的・実用的観点か
ら全く必要のないものであるなどの特段の事情があるか否か

を検討する際に考慮の対象となり得る一事情にすぎず、著作
者人格権の侵害を直ちに基礎づける事情ではない」

◆評釈－決定要旨反対－
１．本決定の意義

本決定は、結論自体は原決定と異ならないものの、①庭園
の著作物性について「建築の著作物」「に準じて」判断され
ると変更しつつ、原審における建築の著作物性の判断手法に
倣い、②著作権法20条２項２号について、原決定は東京地
決平15･６･11判時1840号106頁（ノグチ・ルーム移設事件）
の解釈を採用していたところ、これを変更して適用範囲を広
く解した点に特徴がある。本決定は、これら２点についての
知財高裁における初めての判断であり、建築の著作物性判断
の基準についても、原決定をそのまま採用したものではある
が、知財高裁の見解を示したといえる。

なお、原決定では著作者の認定および著作権法20条１項
該当性についても判断しているが、本稿では扱わない。

２．「庭園の著作物性」判断について
本決定は庭園の著作物性について建築の著作物「に準じ

て」判断されると変更しつつ、建築の著作物該当性の判断基
準にのっとるという点において変わらない。本決定では、版
画美術館の建物の著作物性については原決定をそのまま採用
しているため、原決定における建築の著作物該当性判断の内
容を確認したうえで、庭園の著作物性判断の妥当性について
検討する必要がある。

（１） 建築の著作物該当性
従来の判決例では、おもに一般住宅についての建築の著作

物該当性が争われてきた。福島地決平３･４･９知裁集23巻
１号228頁（シノブ設計事件）や、大阪地判平15･10･30判
時1861号110頁（モデルハウス事件）では、建築芸術といい
得るような創作性を備えた場合に建築の著作物に該当すると
したのに対し、東京地判平26･10･17裁判所HP（ログハウス
調木造住宅事件）は、応用美術に関するいわゆる分離可能性
説と同様に判断した。

学説上は、多少の差異はあるものの、限定説と非現定説と
に分かれているといえる。

限定説には、宮殿や凱
がい

旋
せん

門などの建築芸術と評価できるよ
うなものでなければならない※１という説もあるが、建築物の
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実用的側面を加味し、著作権法による保護は建築物の開発や
利用を過度に制約するおそれがあるから、他の著作物と同一
視すべきではないという立場※２が主流である。そのうえで、
建築の著作物は応用美術の一種ともいい得ることから※３、応
用美術の場合と同様に美的表現を分離して鑑賞可能であるか
否かを基準とする※４。その理由として、その実用性ゆえに著
作権法の世界で扱うことには不都合があり、特に意匠法で扱
うことが妥当であること、加えて、現在では意匠法の改正に
よって登録対象に不動産が含まれるようになったことが挙げ
られている※５。

他方、非限定説は建築物についても通常の著作物と同様、
表現に創作性があれば著作物性を認めるべきであると主張す
る※６。芸術目的と実用目的とは同時に存在しうること※７や、
10条１項において何ら要件を加重していないこと※８、権利
行使に際して著作権法46条２号や20条２項２号などの強力
な調整規定がおかれていること※９などが理由として挙げら
れている。

本件は一般住宅に関するものではないが、原決定は最一小
判平12･９･７民集54巻７号2481頁（ゴナ印刷用書体事件）
を引用したうえで、「建築物は、通常、居住等の実用目的に
供されることが予定されていることから、美術鑑賞の対象と
なり得る美的特性を備えていても、それが実用目的を達成す
るために必要な機能に掛かる構成と結び付いている場合があ
るため、著作権法とは保護の要件や期間が異なる意匠法等に
よる形状の保護との関係を調整する必要があ」るとして、美
的特性を備えていること、すなわち①著作権法２条１項１号
にいう「美術」の「範囲に属するもの」であることと、さら
に②「思想又は感情を創作的に表現したもの」に当たること
を要件として挙げ、そのうえで知財高判令３･12･８裁判所
HP（タコの滑り台事件）と同じく、全体を構成部分に分け、
機能と関わらない部分について個別に創作性を判断し、本件
建物についてはこれを肯定した。すなわち本件の原決定は限
定説を採用し、分離可能性説に基づいて著作物性を認めたも
のといえ、本決定はこれを踏襲しているから、知財高裁とし
ても同様の解釈を採用したといえるであろう。

（２）庭園の著作物性について
（ａ）これまでの判断例

これまで庭園について同一性保持権侵害が問題となった
事例として、前掲ノグチ・ルーム事件と大阪地決平25･９･

６判時2222号93頁（新梅田シティ庭園事件）が挙げられる。
ノグチ・ルーム事件では、傍論ではあるが、問題となった

庭園が、建築物の共同著作者により一体のものとして設計さ
れたものであることから、全体を建築の著作物として扱った。
そして、仮に一体として捉えない場合においても、庭園には
20条２項２号が類推適用され得るとした。

他方、新梅田シティ庭園事件は建物と庭園とで設計者が異
なることから、庭園のみの著作物性が問題となった。裁判所
は２条１項１号にいう創作性を有することを理由に著作物で
あるとし、さらに10条１項各号のいずれに該当するかを明
示することなく、20条２項２号の類推適用を認めた。これは、
債権者・債務者のいずれも建築の著作物該当性を否定し、そ
のうえで債務者が建築物類似のものとして20条２項２号の
適用または類推適用を主張したことによるものであろう。

このように裁判所はこれまで、庭園の著作物性を判断する
にあたり、それ自体が単独で建築の著作物と解されるか否か
については判断していなかった。

これに対し、本件の原決定では、庭園を建築の著作物たり
得るとしたところ、本決定は建築の著作物そのものではなく、
あくまでも「建築の著作物に準ずる」ものとし、原決定より
はやや慎重な立場をとったといえる。その理由については定
かではないが、意匠登録の対象となる建築物が、①土地定着
物であることのみならず、②人工構造物であることをも要件
としている※10こととの整合性を図ろうとしたとも考えられ
る。そのうえで、具体的な当てはめにおいて、原決定は建築
の著作物の創作性判断の手法により、庭園の構成部分につい
て各々の創作性を否定し、本決定では、さらに全体を総合し
ての創作性判断をも加えて、著作物性を否定するに至った。

（ｂ）建築の著作物の範囲と庭園の著作物性
建築の著作物にどこまでが包含され得るかについては、土

地に定着する工作物のうち、屋根や柱もしくは壁を有するも
のおよびその付属物に限られるという見解※11も見られるが、
庭園も含まれるという見解が現在では多数を占めていると
いってよいであろう※12。

もっとも、正面から建築物とはいわなくとも、庭園につい
ても20条２項２号や46条が類推適用され得ることに否定的
な立場は見当たらず、結果的に著作物性が認められるのであ
れば、建築の著作物と同様の取り扱いがなされるべきである
と解されているといってよい※13。
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重要なのは庭園が建築の著作物に含まれるか否かという
ことではなく、20条２項２号がどのように解され、それに
よって導かれる結果の妥当性こそが重要であると考えられ
る。しかしながら、建築物が意匠登録の対象として認められ
るようになった一方、庭園は含まれていないこととのバラン
スも踏まえ、庭園の著作物性について改めて検討する必要が
あると思われる。

（ｃ）本決定における判断の当否
上述のとおり、本決定は本件庭園を個々の構成および全体

としても美的特性を備えた部分を把握することはできないも
のであるとして、本件庭園の著作物性を否定した※14。

建築物に関しては、意匠法と著作権法との重複保護のあり
方などを、応用美術と同様に扱うことに妥当性があるといえ
るのに対し、庭園については、建築の著作物あるいはそれに
準ずるものとして、全く同じ判断手法を採ることは疑問であ
る。意匠登録の対象となる建築物は原則として人工構造物に
限られるのに比較して、著作権法によって保護される庭園の
創作性は、人工的に造られた部分に限定される必要はなく、
自然の造形をいかにして取り込むかといった部分にも創作性
が認められてしかるべきである。蓋

けだ

し、庭園も応用美術の一
種と考えられる一方、岩石や木材などの自然の造形を生かし、
そこに手を加えて創作された美術工芸品も、著作権法２条２
項によって保護の対象たり得るからである。自然の地形や景
観を生かし、取り込んで設計された庭園は、一品制作の美術
工芸品に近いものといえ、さらに立ち入りが禁止され鑑賞の
みが認められる庭園は、実用的側面のない純粋美術に近いも
のとさえいえる。これらは建築の著作物に準ずるものである
と同時に、美術工芸品に準ずるものともいえ、著作権法によ
る保護に値する※15。

実用的側面のある庭園であっても、建築物に比較してその
実用性の度合いが低い場合があると考えられ※16、また、意
匠法による重複保護を勘案する必要もないことから、美的鑑
賞性を備えた庭園については、建築物よりも広く著作権保護
が認められてよいのではないだろうか。そのうえで、20条
２項２号や46条の類推適用を認めることで、所有権者の権
利とのバランスを図るべきであろう※17。

本件庭園は武蔵野に残る谷地の地形を生かしつつ、自然の
植生に加えて、桜並木やモミジ園など、庭園の整備としての
植栽も重要な景観を形作っており、そこに創作性を認める余

地はあったと思われる。
さらに、本件におけるもうひとつの問題として、原決定お

よび本決定のいずれも、庭園についてあえて建築物から分離
して著作物性を判断した手法が、果たして妥当なものであっ
たかどうかが疑問である。本件では、建築物と庭園の双方が
同時にＸによって設計され、全体として整備されたものであ
る。また、Ｘも両者を一体のものとして著作物性を判断すべ
きであると主張していたが、原決定は「本件庭園が版画美術
館の建設と同時に整備されたものであり、相互の利用を考慮
して設計されたものであるとしても、本件庭園は、版画美術
館と一体となるものとして設計されたと認められず、版画美
術館と一体として利用されるものと評価することもできな
い」などとし、説得力ある理由を示したとはいえない。建物
単独、庭園単独に加え、建物および庭園としての著作物性判
断がなされるべきであった。

３．著作権法20条２項２号の解釈について
（１）裁判所における解釈の変遷

本決定は著作権法20条２項２号について、知財高裁が初
めて解釈を示した点が最も重要である。

前掲ノグチ・ルーム事件では、「著作権法20条２項２号は、
建築物については、鑑賞の目的というよりも、むしろこれを
住居、宿泊場所、営業所、学舎、官公署等として現実に使用
することを目的として製作されるものであることから、その
所有者の経済的利用権と著作者の権利を調整する観点から、
著作物自体の社会的性質に由来する制約として、一定の範囲
で著作者の権利を制限し、改変を許容することとしたもので
ある。これに照らせば、同号の予定しているのは、経済的・
実用的観点から必要な範囲の増改築であって、個人的な嗜好
に基づく恣意的な改変や必要な範囲を超えた改変が、同号の
規定により許容されるものではないというべきである」とし
て、２号は、１号、３号および４号と同程度の必要性が求め
られると解していた。

これに対し、前掲新梅田シティ庭園事件では、「同号の文
言上、そのような要件を課していないことに加え、著作物性
のある建築物の所有者が、同一性保持権の侵害とならないよ
う増改築等ができるのは、経済的、実用的な観点から必要な
範囲の増改築であり、かつ、個人的な嗜好に基づく恣意的な
改変ではない場合に限られるとすることは、建築物所有者の
権利に不合理な制約を加えるものであり、相当ではな」く、「同
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号の文言に特段の制約がない以上、建築物の所有者は、建築
物の増築、改築、修繕又は模様替えをすることができると解
される」と、２号の文言に即した解釈をしたが、「もっとも、
建築物の所有者は建築物の増改築等をすることができるとし
ても、一切の改変が無留保に許容されていると解するのは相
当でなく、その改変が著作者との関係で信義に反すると認め
られる特段の事情がある場合はこの限りではないと解する余
地がある」として、一定の制約は存在することを示していた。

そのなかで、本件原決定はノグチ・ルーム事件と同様の解
釈の下で、20条２項２号の適用を認めたものであったのに
対し、本決定は、２号が１号、３号および４号とは異なり、
特段の条件を付していないのは、建築物が実用的な見地から
造られるものであり、経済的・実用的な見地から効用の増大
を図ることを許す必要性が高いことから、著作者の許容なく
改変が許されるとしたうえで、「改変が、経済的・実用的な
見地から全く必要性のないものであったり、著作者に対する
害意に基づくものであると認められるなどの特段の事情があ
る場合には、当該改変は許されないものと解するのが相当で
ある」として、ノグチ・ルーム事件のみならず、新梅田シティ
庭園事件のいう「信義に反すると認められる特段の事情」よ
りも許容される範囲を広く認めるに至った。加えて、なお書
きではあるが、「著作権法20条２項２号の『改変』について、
それが『必要不可欠』なものであることや『必要最小限』な
ものであることが要求されるものとは解されない」とも述べ
ており、２号は、１号、３号および４号とは異なる基準に基
づいて判断されるべきものであると重ねて示している。

なお、本決定は本件庭園の著作物性を否定しているため、
仮に庭園が著作物である場合の20条２項２号適用可能性が
明らかではない。しかしながら、あえて庭園を建築の著作物
に「準ずる」ものと変更していることから、同号の「類推適
用」の問題と解していると思われる。

（２） 学説上の見解
著作権法20条２項２号は、実用品である建築物に著作物

としての保護を認める代わりに、増改築や模様替えについて
も、建築家の利益と所有者の利益との比較衡量によって、所
有者による改変を認めるものであるという点に関しては、異
論のないところである※18。

しかしながら、改変が許容される程度に関しては、見解が
分かれている。

同義説（利益衡量説）によれば、２号によって許容される
改変は、１号、３号および４号と同じく、必要な改変であり、
建築物の経済的、実用的見地から求められる改変に限られる。
その理由として、２号は１号や４号のような「やむを得ない
と認められる」や３号の「必要な」という語を用いてはいな
いが、１号および４号にそのような厳しい要件を規定したこ
と、２号の改変は３号の改変と同じく実用的・機能的著作物
に関する改変であることが挙げられる※19。

他方、異義説（所有者優先説）は、２号では文言上の条件
が一切課せられていないこと、著作物であるがゆえに建築物
の増改築を行い難くするような解釈は現実的ではなく、また
嗜
し

好
こう

による増改築を完全に排除することは難しいこと※20、
「模様替え」は主として美的な価値の観点から行うものであ
ること※21などから、２号は１号、３号および４号のような
必要な改変といった制限は課されておらず、嗜好による改変
も含まれるとする。

もっとも、いずれの見解を採るかは、「建築の著作物」を
どの範囲で認めるかにも関連しているとの指摘もある※22。

従来の決定の評価としては、新梅田シティ庭園事件は異義
説を採ったと解する見解がある一方※23、「信義に反すると認め
られる特段の事情」の有無について判断した点から、ノグチ・
ルーム事件の判断と異ならないとする見解も存在している※24。
もっとも新梅田シティ庭園事件が挙げた「信義に反すると認
められる特段の事情」については、具体的にいかなる事情が
該当するのか、詳細な検討が加えられているとはいえない。

これに対し、本決定は異義説を採用することを明確にし、
さらに「信義に反すると認められる特段の事情」の有無では
なく、「全く必要性のない」改変や「著作者への害意に基づく」
改変であるか否かを要件とした。しかし、改変が全く必要性
のないものであると著作者側が立証するのは実際には不可能
であり、不当な要求である。また、どのような改変行為をもっ
て「著作者への害意」を認め得るのか、113条11項にいう「著
作者の名誉又は声望を害する方法」との関係も不明であり、
要件としてふさわしいとはいえない。このような要件を課す
ことは、建築物には同一性保持権が一切認められないに等し
く、強力な調整規定というレベルをはるかに超えるものであ
る。これは、例えば著作者人格権不行使特約の有効性に関す
る議論と比較して、有効性に肯定的な立場でも、いかなる場
合でも権利行使できないとは解すべきでない、としている※25

ことと比べても行き過ぎであろう。
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建築物も意匠登録の対象となったとはいえ、意匠権の効力
は既に建築された建物の改変行為には及ばない。異義説のよ
うに、２号の適用範囲は４号よりも広く解し得るのだとして
も、本決定は２号の適用範囲を不当に広げるものである。そ
れに比して、新梅田シティ庭園事件が採用した「信義に反す
ると認められる特段の事情がある場合」などは、確かに文言
の曖昧さは否めないものの、さまざまな事情を勘案したうえ
での妥当な結論を導き得るものであったといえる。

なお、本件の事実関係に照らせば、「信義に反すると認め
られる特段の事情がある場合」に該当する可能性も否定でき
ない。当初の再整備計画策定に際し、ＹはＸの意見を聞き、
版画美術館には改変を加えず、その北側に工芸美術館を建設
する計画を採用していたが、予算を理由にそれを凍結した。
しかし、新たな整備計画の策定にあたっては、Ｘの意見を聞

くことなく版画美術館の改変を決定したうえ、その後、予算
の大幅な増額も認めており、このような変更はＸとの間の信
義に反するものとも考えられる。

また、あえて切り離して庭園の著作物性を否定した点に
は、原決定においても、実用的・経済的側面からの必要性が
否定されかねない内容が含まれていたことも影響している可
能性がある。さらにいえば、実用性はともかく、市立の美術
館という公共の教育・文化施設について、経済的側面が強調
されることにも疑問を覚える。

これらのことから、本決定の判断に反対するのみならず、原
決定も判断に誤りがあったといえるのではないかと思われる。
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